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清朝統治下における台湾の道徳教育

－｢聖諭」の考察を手がかりとして－

MoralEducationinTaiwanundertheｒｕｌｅ

ｏｆｔｈｅＣｈ，ingDynasty
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examiation・Moreover,SAC"９，”wereintroducedilltoChinesefolkreligeons,tberebyexert-
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た道徳教育が行われていたはずである。

本論では，１６８３年に台湾が始めて清朝の版図に加え

られてから1895年『馬関条約』で日本に割譲されるま

での二百余Ｊ｢間を扱う。そして，中国社会の封建制度が

台湾に持ち込まれて以降の教育を中心に考察する。具体

的には，ｉＩ１ｊ１１１ｊの歴代各皇帝が欽定した基本道徳である聖

諭2)の考察を通して，当時の台湾でどのような道徳教育

が行われていたのかということについて論じる。

はじめに

現在の台湾における道徳教育は，儒教主義と徳目主義

を柱とし，明治から敗戦までの日本の修身教育と酩似し

ているＤｏｌＬ体的には教科としての道徳教育の|)'１設，国

定教科書使川の強制など，教育制度的にもl]本の植民地

時代の教育の延長線上に今だに位置づけられると考えら

れるｃ台湾の道徳教育は，１９世紀末に日本によって近代

教育制度と共に導入されて以降ずっと国家の愛国教育政

策の道具として利用されてきたのである。ではＨ本によ

る近代教育制度の導入以前の台湾では，どのような道徳

教育が行われていたのであろうか。台湾ば'１本の植民地

支配を契機として，日本の文化の影響を受け始めたが，

そこには既に１７世紀の清朝の支配に始まる二百余年の

中国伝統文化が存在していたのである。道徳教育は常に

その文化，その社会の現実の諸条件の中での人間の生き

方に関わるものであり，当時でもその時代の影響を受け

１．清朝統治下における台湾の教育

台湾には紀元前から既に原住民である高砂族が住んで

いたが⑩，台湾の歴史を論ずるにあたっては中国大陸か

らの漢民族移住から始めるのが一般的である。日本の植

民地時代の初期に台湾総督府民政部に務めていた伊能嘉

矩は，『台湾志』において中国人の台湾移住について下

記のように述べているｃ「明の崇禎以来，清の大軍，漸く

南下し，支那南部の至る所，騒擾を極めしより，良民難

を避けて，台湾に移るiもの多く（略)｣‘)。この記述によ

ると，明朝の崇禎時代（1628-1642）に大陸からの移住民＊社会学研究科教育学専攻博士課程（教育学）

■
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が続々と海峡を渡ってきたことが分かる。移民の中で

は，主として福建省泉滝地方及び広東地方からの人が多

かった⑪｡当時中国に広がっていた阿片，賎，標の悪風

も台湾に広まっていた。社会秩序は混乱し，人民の生命

財産の保護が出来なかったことは中国本土に比べて－層

甚かつたG)・清朝初期の台湾の探検者郁永河は『稗海遊

記』に述べられたように，「野蕃は擴悼を窓にし，時々劉

掠して家を焚いたり人を殺したりする」という恐れもあ

ったようである。さらに，鄭成功の功績について書かれ

ている清朝の文献『台湾外記』に，「台地初めて開け，水

土に服せず，病めばすなわち死す。故に各島の搬巻とも

に前まず｣7）と述べられているように風土の厳しさから，

家族連れの移住はとてもできない未開発地であった。こ

のように少数の移住民は安定していない社会で，常に厳

しい自然環境や原住民と戦わなければならずⅢ教育に力

を入れるような余力はなかったと思われる。

『台湾外記』の第六巻には，おそらく台湾の教育につ

いての初めての記載と思われるものがある。「康煕５年

(1696年）正月，先師聖廟を建立して成る，秀に明倫堂

を置き，又各社に学校を設けしめて師を延き，弟子をし

て読書せしむ，……三月經陳永華を以て学院と為し，葉

亨を以て国子助教と為し，之を教えこれを義ふ，此れよ

り台湾人始めて学を知れり｣8)。鄭経は父鄭成功の右腕で

あった陳永華の建議によって台南に台湾最古の孔子廟を

建て，明倫堂を置いた。これによって，台湾教育の開始

となった｡しかし，これは台湾に亡命した明朝の子弟の

中から行政官吏を養成するのが当面の目標で，一般の移

住民は除外された，)。加えて，鄭経は４０歳の若さで病死

し，その成果を見るには至らなかった。

台湾に初めて中国本土からの国家支配の枠組象を持ち

込んだのは明朝末期の鄭成功の勢力であった。しかし，

その後この鄭氏の勢力を追い払われた清朝の二百余年の

統治が行われた。そして対岸福省南部と広東省北部から

の陸続たる移民が加わり，台湾は中国社会の一部分とな

るにいたった。清朝は台湾を領有した後，鄭経の建立し

た台南の孔子廟を修復し，各県にも孔子廟を新設し，学

堂を開設した。そこから，台湾の教育制度が本格的に軌

道に乗って発展していくといえる｡こうしてみると，清

朝時代は台湾教育史の始点であり，台湾教育史研究全般

においてきわめて重要な意義をもつ時代と思われる。し

かし，現在の国民党政府は，台湾は中国の一部であり，

国民党を中国の唯一の政府であると主張しているため，

台湾の国史は「中国史」のことを指すのである。たとえ

現在台湾諸島しか支配していないとしても，国民党の教

菅政策にしたがって，学校では中国の歴史が国の歴史と

して教えられており，独立した教科としての台湾の歴史

は教えられていない。台湾を一番長く支配していた清朝

時代についての資料も非常に少なく，関心は薄い。ほと

んど知られていないのが現状といってよい。

現在の台湾政治について数多くの論説を発表した若林

正丈ば清朝時代の台湾社会の特性について，「台湾社会

をある全体の一部，つまり，広義の中国社会の一部とし

てとらえる視点は，文明的史観のように可能であり,ま

た必要でもあり，筆者もまたそのような視点を有してい

る｡｣,｡）という考え方を提示した。確かに，１６８３年(漬・

康煕２２年）に始めて中国の王朝の版図に加えられてか

ら，１８９５年（漬・光緒２１年）清朝末期『馬関条約』で，

日本に割譲されるまでの約二百年の間に「伝統的中国社

会」が台湾に成立した。また，『台湾文化志』に「今の學

宮，孔子を奉じて先聖と為し，從祀の者皆先師とし，書

院多く先師を祀り敢て先聖を祀らず’閏中の大儒は朱子

を以て最も為すが故に，書院に崇奉せざるなく，海外憂

湾も亦然り｣皿）と述べられているように，台湾が中国本

土福建省と同じく朱子の教化を受けた。近世の福建や広

東からの移住民は，大陸本土の習慣と風俗をそのまま台

湾に持ち込んだし，清朝の支配も及んだ事実があり，台

湾を中国の一部として見るのは歴史的に妥当であると考

える。したがって，台湾近世における教育の考察は,中

国本土つまり清朝の教育への考察を欠かすわけにはいか

ない。

一方，東アジアを対象とする人類学者鈴木満男は人類

学の立場から台湾における社会と文化の関係を構造的仁

把え直そうと試みている。『華麗島見聞記~東アジア政治

人類学ノート』で，台湾の漢族の出身地である中国東南

部（福建省，廣東省）は，中国本土の￣種の「辺境社会」

という性格をもっていると論じた。台湾の漢族社会は，

辺境社会として，まだ定着の歴史が浅く，そして外部か

らの影響を受け入れやすく，その意味で「可塑性」を十

分に持っていた12)。１８０キロメートルに及ぶ台湾海峡は

順'｡国大陸と台湾を隔てる障害物であるが，台湾住民が従

来外来文化と接触する懸け橋でもある。鈴木明も台湾に

派遣された官吏が一日も早く内地に転任したいと願っ

て，台湾を本気で建設する気が見られなかったことをあ

げ，台湾は清朝の「手抜き統治」のために，はるかに歴

史からとり残された島となったと指摘した'3)。このよう

な地理的特殊性によって，清朝からの教育政策もかなり

変容し中国本土と異なる形のものになってきたと考え

られる。
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本方針として用いた「六諭」「聖諭十六条」「聖諭広訓」

をとり上げて，以下に考察を試みる。

2-1．「聖諭」の内容と性格

「六諭」清朝は順治２年（1645年）に南京を攻略して

から，中華思想に強い自負をもつ漢民族を清朝に帰一さ

せるための思想統制に力を入れながら，積極的に君主か

ら道徳規範を示すようになった。それはまず順治帝の

｢六諭」（1652年）の頒行に端を発する。これは明太祖洪

武帝（1368年-1398年）が人民の守るべき心がけとして

制定した「聖諭六言」をそのまま踏襲するものであっ

た'７〕｡つまり，①父母に拳l順せよ。②長上を尊敬せよ。

③郷里に和睦せよ。④子弟を教訓せよ。⑤各生理に安ん

ぜよ・⑥非為を作す莫れ'8)，という臣民が守り，かつ

実行すべき実践道徳の徳目六条である。六諭は，康煕帝

の聖諭十六条，雍正帝の聖諭贋訓が出来て，廃せられた

が，清朝最初の国民教化の基本道徳として，後に出来た

聖諭の手本として大きな影響を与えた。

この六諭に明記された徳月からふると，まず儒教道徳

に最も重要視されている「拳」を第一条に掲げている。

他は，文字通りに父兄および長者を尊敬する，郷里で隣

人と陸し〈暮らす，子弟を教訓する，それぞれの身分を

安ずる，社会秩序を妨害する悪事をしないなどの徳目で

ある］いうまでもなくこれらの徳目は儒教思想に基いて

制定されたものであり，六条の中の第１条，２条，４条

から家父長的な権威に服従することが大切な道徳とされ

たことがわかる。しかし，全体を見通しても，君主に対

しての忠誠愛国の観念を強調するというような教化理念

は一言も打ち出されていない。明朝の教化策に研究の成

果をあげた酒井忠夫は六諭に忠の項目のないことについ

て，「六諭の道徳意識の源流が朱子学の伝統をうけて四

書によっていることを強調し，この面から六諭が家族・

郷閻の規範としての実践道徳として自然に整理されたも

のであり，この意味から忠というような抽象的なものが

入らなかった｣１，）と指摘している。換言すれば，それは

朱子学が重んじている『大学』での「修身斉家治国平天

下」的な思考の延長でもあった。つまり，地方自治社会

の治安を維持することが同時に王朝権力の安定を示すこ

とだと考えられている。したがってここでは，民衆の教

化上，民衆に対してかれらのもっとも理解しやすい日常

生活の根本的な道徳思想をもって，教化に望んだものと

考えられるのである。

「聖論十六条」１１頂治帝の後継ぎになったのは八歳の康

煕帝であった。上位２０年後，三藩の乱を平定し，台湾

の鄭氏を征服した。清朝の政権はこれによって安定し，

台湾を中国社会の一部ととらえる若林正丈と，台湾を

中国から独立した文化をもつ社会とみなす鈴木満男の立

場は対立している。二人の考え方のどちらが妥当である

か判定するほど台湾研究は成熟していないと筆者は考え

る。そこで本論では，二人の視点を止揚するように心が

け，中国からの影響と台湾の独自性の二つの側面を対等

に照射してみることにする。

２．国民の基本道徳規範であった「聖諭」

清朝は満州人の建てた王朝であったが，君主は中国の

伝統文化を尊重してその保護と発展に力を尽くし，自ら

漢文化に同化していった。康煕帝・乾隆帝は自ら「儒

生」を以て，堯舜孔孟の道を奉じ，従来の漢民族の君主

と異ならないことを示している'4)。

元来儒教というのは孔子（前５５２年-前４７９年）の教

えに始まっているが，要するに己れを修めて人を治める

｢修己治人」を目的とする政治と道徳の学問である。修

己は「己れを修む」という意味で，一人の社会人として

の修養である。治人は「人を治tf」で，君主としての

民衆の統治を意味する。これらは別々のことではなく，

道徳を中心にして一貫されるべきものと考えられてい

た'5)。儒教における「徳治」とは要するに政治と道徳を

－にする君主支配思想である。『論語』為政篇に「子曰

はく，政を為すに徳を以てすれば，醤へぱ北辰の其の所

に居て衆星の之仁共するが如し」と述べられているよう

に，道徳を中心にしてⅢ政治を行うと北極星が真中にあ

って，多くの星がそれをとりまいてあいさつをしている

ような形になるというのである。もちろん，中央の北極

星は君主，それをめぐる衆星は臣民を例えたものであ

る'６)。君主の地位が安定して人心の帰服がその一点に集

中されていることを比瞼的に述べて，徳治の効果の大き

さを訴えたのである。その特徴は，国家社会の統治秩序

の強化に当たって，それを個人的道徳に求めたことにあ

る。そこで，君主は臣民が守るべき絶対的な道徳規範を

制定し，これを「聖諭」という形で表してきた。

「聖諭」はその時代その社会において，支配的な立場

にある君主が望ましいと考える道徳を示したものであ

る。この君主の示す「聖諭」は，道徳規範としても，命

令としても，民衆が無条件に服従しなければならないも

のであったしたがって！「聖諭」の内容と性格の研究

は，台湾の社会の道徳思想を知るのに適当な手がかりを

提供してくれるといえる。そして実施の方法とそれに対

する人々の対応を探ることば道徳教育思想の現実を把握

する鍵となる。このことを考えて，清朝が人民教化の基

■
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1ililな１１治体を形成している地方社会の自然材ＩＭＩを，「保

[１J」＃11度という形で情朝支l1id権力の末端組織に組み込ん

でいる。自然村落と地方自治社会の治安が保たれるなら

ば，清朝権力自体は十分に自己の安定性を存続できる状

態にあったのである。

ｉＩｌｆ'ill初期||頂治・康煕時代でも，勿論，忠義ということ

をⅢんじてその思想の鼓吹に努めていなかったわけでは

ない。ただこの時代では，ある一定の限度を越えること

ができなかった。なぜなら根本的には明'肌までの漢民族

の諸王朝時代は，「拳」を「忠」より重要な徳'１として

いたので，清朝初期も「拳」を表看板にしないわけには

いかなかったからである。また社会情勢上も，当時はな

お明朝に対する裏切り者を重用しなければならない時期

であり，「忠」を力説することは，明朝の臣民の反乱を引

き起こすおそれがあったからである。順治・康煕時代で

は，明朝の思想を尊重した点は，清朝初期に国民の問か

ら不満や反対運動などを引き起こすことがなく，円滑に

国民に強制し得た一因になったと思われる23)。

以上のように「六諭」と「聖諭十六条」に掲げられた

教訓|がいずれも，清朝に対する忠誠を押し付けるもので

はなくて，日常生活上の道徳を強調する形のものであっ

たことは，清朝初期の道徳思想の－大特色だということ

ができる。

「四HiUUlU11」ところが，雍正時期になるとこの`ｌｌＡに大

転換が起こってくる。康煕帝のあとをうけた雍正帝は在

位わずか１３年にすぎなかったが，独裁君主体制を確立

し，’'１央集樅は一段と強化された。雍正帝が｣｣U位して２

年後に，さらに聖諭十六条に桁義として各条の説Iﾘ]文を

付け，一万言の古文体を用いた「聖諭廣訓」が公布され

た20)。雍正帝の聖諭の桁義としての「聖諭贋訓」を見

れば，君臣の義が第一義とされたことが分かる。それは

「ＤＩＩ君不忠非孝，戦陳無勇非孝」という曾子の言が引用

され，「華」を基本として「忠」と「男」という君臣の徳

を包摂する教訓に拡大されるようになった。

これを清朝の統治理念とのかかわりで性格づけると以

下のようにいうことができる。清朝当初から，任命の府

州州縣'１】に地方行政の責任を負わせているが，雍正帝は

この直接民衆と接する州縣官の役割を極めて!［視してい

た。まず，知府に対して，「国家親民の官は，守令より先

たるは莫し。蓋しⅡ|縣官，民と最も親なり，而して知府

は又州縣官と最も親なり｡」と述べ，知州・知縣に対し

ては「朕惟うに，国家，首めに吏史を重んず゜繭州牧・

縣令は乃ら親民の官にして，史の始基なり｡」と述べ，更

に州縣官は民に父母たるの責任を具有しているので，拳

2８

長く太平が続いた。康煕帝は政務に精励し，満・漢・モ

ンゴルの三族を差別せず，大中国の皇帝として〃民のた

めに善政を努力した。さらに自ら武芸に励むとともに学

問にも精進し，とく朱子学を好み，自己の修養をつん

で，儒教の説く理想的な聖天子となろうとつとめた20)。

康煕帝は即位した９年に「六諭」に基づいて「聖諭十

六条」をilill定し，これを教育の根本としていた。「聖諭

十六条｣2'）の内容を以下に示す。

１孝弟を教くし，以て人倫を重んぜよ・

２宗族に篤くし，以て雍睦を昭かにせよ。

３郷然に和し，以て争訟を息めよ・

４農桑を重んじ，以て衣食を足せよ。

５節倹を尚び，以て財用を借めよ・

６学校を隆にし，以て士習を端くせよ。

７異端をＩＩＢけ，以て正学を崇へよ・

８法律を講じ，以て愚頑を散めよ・

９禮誠を明かにし，以て風俗を厚くせよ。

１０本業を務め，以て明志を定めよ。

１１子弟を訓へ，以て非為を禁ぜよ・

１２謹告を息め，以て善良を全うせよ。

１３匿逃を誠め，以て株連を免かれよ。

１４銭欄を完うし，以て催科を省けよ。

１５保甲を聯ね，以て溢賊を頂めよ・

１６讐念を解き，以て身命を重んぜよ・

「聖諭十六条」は康煕帝が六諭の教義に基いてIIjll定し

た聖諭であるので，六諭と同じ性格をもっていると思わ

れる。まず，六諭と同じように第一条には儒教道徳精神

の第一義「素」が挙げられているが，忠君とか愛lBlとい

う事は少しも述べられていない。君主に対する義秘の条

目は殆どなく，ただ国家に対するものとしては「銭糧を

完うし，以て催科を省けよ」というように租税を間違い

なく納めていれば，それで十分としている。また，「異端

を瓢け，以て正学を崇へよ」と，儒学の程朱を正学とし，

道釈を異端としてみることを示した。全体からみると，

｢宗族に篤くし，以て雍睦を昭かにせよ｣，「郷黛に和し，

以て争訟を息めよ｣，「子弟を訓へ以て非為を禁ぜよ｣，

｢讐念を解き，以て身命を重んぜよ」などのような社会

秩序に関する訓戒が多い。「保甲を聯ね，以て盗賊を御

め」に示されるように地方の秩序を保つために「保[11」

という制度も設けられた。それは十戸で甲を編成し，こ

れに甲長が置かれ，十甲即ち百戸で保を編成し，これに

保正が置かれるというものであった。甲長と保正は選挙

により，地方官の認可を受けた上で任用されるがそれ

ぞれの区域内の治安の責任を負っている22)。つまり，強
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３．「聖諭廣訓｣：「刊刻シテ府州縣郷村二頒行シ，生

童ヲシテ論読セシメ毎月朔望ニハ地方官所二聚集

シ逐条宣講セリ」

清朝が地方官に求めたのは，あくまで君主の名代とし

て行政を実施することであった。清朝の君主は聖諭の頒

行という国民教化の基本道徳を示すのみで，具体的な普

及方法はすべて地方官に一任したものという性格が強い

ものであったと考えられる。聖諭の実施方法は，明朝の

｢聖諭六言」の実施方法と同じである。つまり地方官は

｢六諭」をもとにして，地方に「郷約」を置き，そこか

ら六十歳以上で人格上に欠点なく，徳望著しい人を推挙

し，毎月一日・十五日に，聖諭の意味を宣講させた２，)。

二番目の「聖諭十六条」の実施方法についても六諭とあ

まり異ならない。いずれも「為家長者教訓子弟」「為郷

坊之長者，教訓其郷坊之人」と同じ意味で，家父長的な

人が道徳的規範を示すことによって，村落共同体におけ

る治安の維持を目指している。宣講する場所が儒学の学

校教育施設である明倫堂になったところに新しい特色で

ある。一方，三番目の「聖諭廣訓」は，毎月一日・十五

日に，聖諭の意味を宣講するばかりでなく，城市・郷村

を問わず，「生童」即ち書院の生徒にも階調させた。さら

に雍正帝以後の学校の試験に鋸いて，県試，府試，院試

のいずれの際にも試験終了後に，十六条の一つが指定さ

れ，その清書が課された３０)。「聖諭廣訓」は天子の作っ

たものであるから，試験場では一宇一句を誤りなく清書

することが大切であり，もし間違って書くと不敬も甚だ

しいということで，たとえ他の答えがどんなによくでき

ていても必ず落第にされた。また誤りが深刻であれば，

知県は聖諭を管内の人民に普及する働きを怠ったとされ

た口その際教官は失職をもって糾弾され，また本人の父

兄及び家庭教師も教導の資格を得ないものとして，懲罰

を受ける。このような連帯責任の方法をとることによっ

て，聖諭の勉強は個人から家庭・学校・地方に至る範囲

にまで拡大されて，一層重要視されるようになった３１)。

先王・先師を祀り，礼を習い，道徳を酒義することを

目的とした校・厚・序のような学校は，唐朝になって，

科撃に応ずる学力を養うところに変じたのである。中央

の学をはじめ，地方の州県の学に至るまで，すべて科畢

に応ずるための教育を施すことになった。この風潮は清

潮まで続けられた32)。『池北偶談』には，台湾の科學につ

いて「康煕丁卯夏四月，福建提督張雲翼疏請す。臺湾の

帰試は宜しく甘粛寧夏の例に照し，関場に於て別に字號

を編し一二名を額中すべしと，禮部覆准す，臺潤新に歸

附を経て文教初めて開く，應に臺潤の一府三縣の生員を

を教え，忠を教えるよう訓示している。そして「朕は天

下を視て一家の如くⅢ臣鄭を視て－膿の如くす。爾等も

亦た宜しく深く此意を膿し，一家の心を以て両省を視，

一艦の心を以て属吏を知るべし，之が至公に本づき，之

が至當に用うれば，則ち上司の下僚を任使すること，身

の臂の指を使うが如し」と述べ，上は督撫より下は州縣

官に至るまで皇帝を家父とする一家と考えることが指示

されている25)。この重層的な父子関係によって国家の家

父長的権威が形成されることが期待されたのである。そ

してこの父子関係においては孝が基本倫理であるが，こ

れを強固にすることによって，君主への忠が機能すると

いうのが，清朝独裁君主体制の統治方針であった。そし

てこれを天下の隅々にまで行き渡らせる目的で公布され

たものが，雍正帝による「聖諭廣訓」であった□

このように，清朝の聖諭は，康煕帝までに頒行した

｢六諭」・「聖諭十六条」のいずれも「孝」を第一義として

重視し，郷里に和睦するような個人道徳・社会道徳に配

慮のゆきとどいた内容をもつものであった。しかし独裁

君主体制を目指す雍正帝が「聖諭廣訓」で，君主に対す

る「忠」を父母に対する「孝」以上の重大な徳目に大き

く転換させた。したがって，雍正期以降，清朝の教化政

策を専ら忠義を尽す臣民道徳の普及を目的とすることに

なった。

2-2．「聖論」の教育方法と効果

行政制度上清朝は台湾を一府として福建省の管轄下に

置き，台湾府を台湾の文治行政における最高機関とし，

その下に台湾・鳳山・諸羅の三県を置いた。台湾は中国

本土と海洋を隔て遠く，福建省の学政便（－つの省の学

務教育のことを司る官吏）の管内にこれを置くことがで

きない。したがって，台湾に「分巡台廩兵備道」を設け，

これが廩門と台湾を半年交替で駐在して’学政使の事務

を兼任することとした。台湾の知府（府の行政の長官）

は提調官の事務を兼任し,学政使の事務に協力する。台

湾府には儒学の事務を務める一人の教授を，台湾・鳳

山・諸羅県の三県には県備学の事務を務める－人の教諭

を，また，府県共に訓導を置き，教授と教諭の助手にな

る27)。これらの地方官が各任地で聖諭による教化を行

い，学校の管理や監督の責任を負った。その実施方法は

以下のように規定されていた28)。

１．「六諭｣：「地方官ヲシテ郷約人等二貴成シ毎月宣

踊セシム」

２．「聖諭十六条｣：「毎月朔望有司紳衿及ピ軍民人ヲ

シテ偕二齋シク明倫堂二集マリ倶二宣講ヲ聴力シ

メタリ」
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将て甘粛寧夏の例に照し，別に字號を編し，額外に學人

一名を取中すぺしと，旨を得て允行す,是科五十一名｣33）

という記述がある。これによって，康煕26年（1687年）

福建提督の張雲翼は台湾の文教を鼓舞するために，辺境

地方である甘粛省・寧夏省と同様に，台湾に定員以外の

別の合格者を－名与えるという提議を禮部で採用したこ

とがわかる。乾隆４年（1739年）に，歳考・科考の考

棚を台南府に設けて以来，受験者は年奇増えて，道光１３

年（1735年）分巡台厘兵備道周凱の時には，受験者は

四県三庁の生徒合せて３千余名という]福建省の泉州府

以上に盛況を呈することになった３４)。

『台湾教育誌稿』によると清朝政府は台湾で儒学・書

院・社学・義学などの教育機関を設立したり，監督した

りしていたようである３５)。清朝の台湾に設立した諸学校

を見ると，下記の通りである。

儒学清朝は台湾を領有した年（康煕２３年，１６８４

年）に，早くも台湾・鳳山に「県儒学」を設立し，翌年

さらに「府儒学」を台南に設立した。このような府県儒

学の目的は「明倫堂臥碑文」に「朝廷学校を建立し生員

を選取し其丁糧を免し厚くするに凍膳を以てす。学院学

道学官を設け以て之に教へ各衙門官禮を以て相待ち全く

賢才を養成し以て朝廷の用に絵せんことを要す。諸生皆

営に上は國恩に報し下は人品を立つべし｣3`）と記されて

いる通り，朝廷の人材を養成することにあった。府県儒

学に勤める教授と教諭の職は，学術教授だけではなく，

学宮（文廊）を管理し，生員を指導監督し，春秋二季の

先王・先師を祀「釈莫」も執行した37)。儒学で養成され

た生員たちは，地方では郷紳や士紳として尊敬され，地

方官と協力して聖諭の宣講や社会秩序の維持に一役買っ

た｡儒学の教育施設である明倫堂は聖諭を宣講する中心

地になり，清朝の官立学校として，台湾人民を故化し，

理想的な「徳治」を実現する基地であったといわれる。

書院中国社会の中央集権的官僚養成を目的とする官

学に対して，中国における書院は，学問追求を目的とす

る教育機関として注目すぺき存在である。しかし清朝は

漢民族統治の当初から，経史の学や政治的反抗の基とな

る恐れのある私人書院には，不許可の方針を取ったの

で，清朝の書院は，本来の伝統的あり方を失って，官立

の学校制度と同質のものに変じた38)。台湾における書

院は，康煕４３年（1704年）台湾知府衞台撲が，府治の

義学を改めて台南に崇文醤院を創設したのが始まりであ

る３９)。乾隆元年（1735年)，書院を奨励し人材を養成す

る上諭「書院の制は人材を導進し，学校の及ばざる所を

廣むる所以なり」が頒行されてから，台湾でもその趣旨

第３８号１９９３

に従って，書院事業を郷村まで拡張し，３７校を数えるに

至った４０)。台湾の書院は儒学と同じように専ら科學のた

めの考試・考課を勉張させるので，儒学の補完物ともい

えるものであった。雍正帝は，一万言の「聖諭廣訓」を

欽定して，儒学の生員にだけでなく，これらの書院の生

童にも周知徹底することを目指した。

義学『康煕５２年臘部議准』によると，義学は「各省

府県に多く義学を立てしめ，名師を延請し孤寒の生童を

架集し志を励まし書を読ましty」という目的の下に設け

られた教育機関である。地域住民の子弟に対し，広く公

平に就学の機会を与えようとするのが清朝義学の本質で

あったい)。『台湾文化志』によると，康煕２２年台湾知府

蒋驍英は台南城内東安坊に義学を建て，これが台湾にお

ける義学の創始となった`2)。台湾の義学にはその創設者

によって，府県が創設した義学と，郷紳富戸が創設した

義学の二種がある。乾隆年間の膨湖通判胡建偉が「事に

因りて郷に下る時，親ら塾館に至り，児童読む所の書に

依りて其句読を正し，若し之を教ふる善からざる者は則

ち易置し，其勤めて法を得る者を雄奨し，童子能く背書

し能<解説し，並に能く「聖諭贋訓」を論する者は，紙

筆を絵興し,以て鼓励を示し｣ｲ､)と述べている通り，ここ

でも「聖諭贋訓」が生徒の勉強の一部として奨励された。

社学社学は清朝がまだ漢民族の居住地に侵入しはじ

めたばかりのころ，清朝が庶民子弟のために設立した学

校である４４)。すなわち庶民子弟のための公学の主流であ

る。『雍正元年議准』によると，社学の目的は「州縣の学

を設くるや，多くは城市に在り，郷民の居住遼遠にし

て，学に到こと能はざれぱ，大郷巨塗に於てかく社学を

置く｣`5）ということである。台湾の社学は，始めはこの

目的によって設けられたが,乾隆初期になってから，異

なる性格になってきた。諸文士が詩文を作ったり，感想

を交換したりする場所に変化したのである４０)。

以上の学校は，社学を除けば，すべて松島剛が指摘し

たように「目的とする所は概ね－に科學に應するに在

る｣47）という科學の試験を中心に人材を養成するもので

あったことがわかる。

科學は始めから選抜試験であって，それ自体には教育

の意味を含まない。しかし，聖諭は科學の試験に合格出

来るか否かの鍵になっていたので，台湾でも科學の隆盛

と共に，受験生自身が自主的にこれを学び，その学習を

盛んにしていった事実が見られる。

聖諭の学校教育を通じての普及に対して，一般民衆へ

の普及は遅れていたように見える。清朝は康煕２３年

（1684年）に，聖諭に関する大諭を台湾に頒行したが，
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実際に普及するのは雍正以後のことであった。『諸羅縣

志』に「公館，其事なければ子衿里老朔望に子弟を曾集

し，即ち此に聖諭を宣講し，條約を申明す，又郷校の遺

なり｣43）とあるように，公館が建てられ，そこで聖諭の

宣講を行う予定があるという記述は残っているが，その

後実行されたという記述は見当たらない。聖諭の宣講は

ただ明文化された計画が宙に浮いたままで，実際には実

施されなかったように思われる。

康煕の末年に起った「朱一貴之乱」を平定した藍鼎元

は『臺彊経理書』の中で下記のように述べていた。すな

わち「臺湾の患は，又富に在らずして教に在り，学校を

興し，師儒を重んじ，郡邑より以て郷村に至るまで，多

く義学を設け，品行ある者を廷きて師と為し，朔望には

聖諭十六条を識し，多方開導言楡戸暁し，孝弟忠信禮義

廉恥の八字を以て，士習民風を縛移すること，斯れ今日

の急務なり｣`,）と。これは安定的な台湾社会を実現する

ためには，学校の振興と，積極的に聖諭を宣講すること

が急務だという主張である。さらに，藍鼎元は雍正６年

(1728年）『経理嚢湾書』に「各縣各郷各社に，普く講約

を立て，着寅に聖諭廣訓書を宣講し，敦切開導し，徒に

視て具文と為すことなく，愚夫愚婦をして皆善を為すの

楽を知り，皆綱常倫絶尊卑幼の義を知り，公に奉じ，法

を守らしむれば，浮鴛不静の氣，以て自ら平ぐべし｣５０）

と述べ，聖諭廣訓を人民に教えると人民は自然に三綱五

倫の意味を知り，善良になるとした。このように，聖諭

の宣講が提唱されたり，重要性が強調された結果，聖諭

の宣講は，やっと雍正１１年（1733年）に，台湾府学を

初め鳳山・諸羅・彰化の三県学において始めることにな

った51)。嘉慶２５年（1820年）になると，分巡台湾兵備

道を務める葉世億は聖諭廣訓を宣講することを|]指し

て，平易な方言諺語で解釈された。また読書階級だけで

なく，一般民衆にも知らせることを目的とする聖諭廣訓

直解を刊行した。それ以来，聖諭の宣講は盛んに行われ

るようになった。例えば，道光２１年から２５年間（1841

年-1845年）の淡水同知を務める曹謹は，朔望毎に自ら

學宮内の明倫堂に出かけて聖諭廣訓の宣講を行った52)。

また，道光２８年から威豊３年間（1848年-1853年）分

巡台湾兵備道を務める徐宗幹は「儒学を農び，及び書院

を修め義学を興し，且考試の情弊を麓革刷新するに力を

致し，また聖諭の宣講に深く奨励を示せり｣鋼）とあるよ

うに，教化に力を入れた。彼ば特に聖諭十六条の第八の

｢法律を講じ，以て愚頑を敬めよ」という条目を重んじ

て，律例はその意味するところを深く理解させることが

必要だと主張した。例えば，聖諭を宣識する時，漢武帝

が刑罰を行う図面を書いて，五刑の図と共に民衆に示し

た。このように規範に従わない人々への警鐘として，具

体的な刑罰を強調することは台湾における宣講の－特色

である5⑪。

また『彰湖臘志』に聖諭の普及について，「彰湖は毎月

朔望，協営各官吏を曾同し，嶋祖宮の公所に在りて，恭

し<香案を設け，上諭の牌位を請じ，三脆九叩の禮を行

ひ，畢りて東西階に分班して坐し，諸生議席に登りてこ

章を宣講し，先ず官音を用ひて宣講一通し，次に土音を

為して，細かに詳講し，環聴の民人をして威蓋く通暁せ

しむ。また平時に各澳の社師をして，贋訓十六章を将て

教へしめ，蒙童をして幼時より熟読し，家楡戸暁せし

む｣55）と述べられているところを見ると，聖諭を宣講す

る場所は「雌祖宮」という役所とし，宣識は台湾の民間

信仰の儀式の際にも行われることになっていたことがわ

かる。つまり，聖諭は神聖なしのとされ，畏敬の念をも

って信奉させることが意図されていたのである。

従来台湾の一般民衆が敬神の念にあついことは有名

で，それは台湾開拓の厳しい自然的・社会的環境の中

で，最後にすがるものが彼等の様々な神以外になかった

ことに山米する。特に航海の安全を守ってくれる「嬬

祖」は台湾人全体の守護神であり，「蝿祖」を祭る鳩祖営

か蠣祖廟は常に民衆の生活の中心である56)。聖諭の普及

実施にあたっては，上記で述ぺたように，台湾では民間

宗教の力を借りたことが伺われる。さらに『台湾風俗

志』の「嚢南仁厚宮街東方の三仙臺はむかし清國官吏が

天地の祭祀を行ひたる所なりと云う。天公は正月九日及

九月二十五日之を祭る蔓南天公廟は民人の信仰崇拝する

あの甚だ多く亦此廟内に宣講會あり。宣識は一名勧善と

稲し，拳111m父母尊敬長上和睦郷里教訓子弟各安生理母作

非為等の勧善懲悪の説教をなす｣57）という記述を見る

と，聖諭の宜榊を民間の伝統的な宗教の行事が行われる

日に合致させ，「信仰崇拝」の廟内に宣講会を開いたこ

とがわかる。聖諭の普及を台湾の社会の現実のありかた

により密着したものにしようとしたのであると考えられ

る。

民間における聖諭の宣講は寺廟での宣講だけでなく，

｢講善書」も広く各街道で行われ，地方官もこれを奨励

した。それは，地方の生童等によって，随時行うものと

して，主に聖諭の趣旨に基き，通俗平易な方言を用いて

講演したものである。「善寶」は明末漬初期の中国文化

の特色の一つとして，庶民文化の成熟中に見られたので

ある58)。それは儒教で説くような－部の上層知識人向け

の礼や規範を社会・人倫の制度を形而上学的に体系化し
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ようとするものではなく，具体的な例話を掲げて，一般

的なロ常生橘の道徳規範を示すことを意図して，まとめ

られたものである。中には仏教・道教の教義を加え，因

果応報の説を強調したものもある５，)。儒教の抽象的に体

系化された道徳規範を現実的実践的な因果応報の教え，

つまり「行為には報いが伴う」という信念に求めようと

した。仏教の因果応報と道教の鬼神からの賞罰の力を借

りる「識善齊」は，聖諭の道徳規範のもつ外在の束縛を

内在の自覚に転化させる機能を果たすことが期待された

のである。聖諭はこのように，庶民生活と密接している

宗教の行!「や講善認を通して一般民衆の心情に巧妙に浸

透させられてきたのである。

おわりに

以上述べたように，雍正期以後，聖諭は君臣主従の関

係によって社会秩序を維持するための道具となり，地方

官を通って，各地方に君臨したのである。清朝時代の二

百年のI1Uに，台湾では聖諭の尖施によって，滴'|ﾘ]政府と

の君臣主従の関係が持続された。聖諭は君主から与えら

れた上からの道徳規範である。渚INIから遠く離れた台湾

社会に，聖諭が根付いたのは，上からの押しつけだけで

なく，民衆による科學への意欲と敬度な信仰心という，

下からの支持があったのである。台湾は中国から遠かっ

たからこそ，科學の合格定貝が中国本土よりも多かった

し，民間宗教も盛んであった。したがって，台湾での聖

諭の普及は，一方では科畢制度に寄生し，また地方では

民衆生活の一部をなしていた宗教に溶け込む形をとっ

て，拡大し腕けたと考えられる。

第３８号１９９３

１１）伊能嘉矩「台湾文化志」中巻刀江替院１９６５年

Ｐ、３．

１２）鈴木満男「華麗励兄lⅢ記-束アジア政治人類学ノ

ート」思索社１９７７年ＰＲ64-82.

13）鈴木明「台湾に革命が起きる日」リクルート出

版１９９０年ＰP、52-59

１４）狩野直喜「清朝の制度と文学」みすず谷房１９８４

年Ｐ、３８１．

１５）金谷治「中国思想を考える」中公新香１９９３年
Ｐ、３９．

１６）服部武「論語の人H1]観」富山房１８９６年ＰP、
275-276.

17）林友春「清朝の杏院教育」「学習院大学文学部

研究年報６」１９５９年Ｐ、１９６．

１８）六諭の原文：「第一条孝順父母。第二条尊敬

長上。第三条和睦郷里。第四条教illl子弟。第

五条各安生理。第六条莫作非為｡」

１９）多賀秋五郎「近世アジア教育史研究」文理谷院

１９６６年Ｐ，７０４．

２０）三111村奉安助「明と渚」「世界の歴史」１４河出

櫓房新社１９６９年ＰP、325-330.

21）聖諭十六条の原文：「１敦孝弟以Ⅲ人倫。２篇宗

族以昭雍睦。３和郷燃以息争訟。４重艇桑以足衣

食。５尚節倫以借財ｎ１ｏ６隆学校以端士習。７瓢

異端以崇正学。８鱒法律以敬愚頑。９明繭譲以厚

風俗。１０務本業以定明志。１１瓢子弟以禁非為。

１２息諏告以全善良。１３誠匿逃以免株述。１４完

銭繊以省催科。１５聯保甲以調盗賊。１６解讐念以

重身命｡」

２２）「台湾総督府民政事務成蹟提要-台湾暫制度考」台

湾総督府民政局１８９７年ＰP、51-56.

23）安部健夫「清代史の研究」DII文社１９７１年ＰP、
４８－４９．

２４）前掲香１４Ｐ、３８３．

２５）大谷敏夫「清代政治思想史研究」汲古杏院１９９１

年ＰP、487-488.

26）伊藤潔「台湾一四百年の歴史と展望」中公新書

１９９３年ＰP、３８－４０．

２７）「台湾教育誌稿」台湾総督府民政部総務局学務課

１９０２年ＰP、８－９．

２８）伊能嘉矩「台湾文化志」ＰP、２－４．

２９）鈴木健一「郷村教育-W１代里甲制と郷約の教育史

的意義」「近世アジア教育史研究」文理谷院１９６６

年ＰP、698-702.

30）宮崎市定「科畢」中央公論社１９９２年ＰP､３０，

３４，４２，５０，５６．

３１）前掲轡３OPP、３１．

３２）林友春「唐・宋泌院の発生とその教育」「学習

院大学文学部研究年報２」１９５４年ＰＲ134-135.

33）前掲書１１Ｐ、１４１．

３４）前掲書１１Ｐ、１３９．

３５）iiil掲香２７ＰP、9-12.

36）前掲書２７Ｐ、１．

３７）前掲轡２７Ｅ１０．

３８）削掲害ｌ４ＰＰ、187-191.

注

１）拙稿「道徳教育の再検討-台湾の日本植民地時代

の道徳教育と現状の考察を手がかりとして」「社

会研究科紀要」１９９０年。

２）聖諭とは「天子の勅iMi・みことのり｡」（広辞苑）

である。

３）鮒明仁「台湾社会文化史論」浪速社１９７２年

ＰＲ16-19.

4）伊能嘉矩「台湾志」文学社１９０２年Ｐ、１５８．

５）陳癖肌「福建通史」（－)巻５８済・向治１０年

重刊本Ｐ，１９．

６）井山季和太「台湾治級志」青史社１９８８年Ｐ､２．

７）王育徳・宗像隆幸「新しい台湾-独立への歴史

と未来図」弘文堂１９９０年Ｐ、５４．

８）江Ｈ昇「台湾外記巻之六」台湾銀行経済研究室

編印Ｐ、２３６．

９）前掲轡６Ｐ、56.

10）若林正丈「台溝海峡の政治-民主化と「国体」の

相剋」川畑01$店１９９１年Ｐ、２２７．



3３i11jilⅡ1統治下における台湾の辿徳教育

鮭ハル□「経理錘湾疏」『平蟹紀略』Ｐ、６８１７２８

年｡

前掲11ド４３Ｐ、229．

前掲１１ド111,.185．

iMI柵11ド１１Ｐ、186．

前掛11ド１１Ｐ，187．

林豪1.,雌湖蝋志』第二１１１｝台湾銀行経済研究

室１９６３年Ｐ、176．

史｜ｿ111.台湾人四百｣|旦史』新泉社１９７４年

PE175-176・

片岡腿１．台澱風俗誌ｊ７ｌｊｕＬ社１９８３年Ｐ、
1006．

酒ﾌﾞ|:出火Ｉ１ｉＩ胸il1:１９付細「近ＩＭＩ国教育の影

響」Ｐ、821-833．

前掲１１ドｌｌＲ１８８．

50）39）

40）

IMI褐１１ド２７１，．15．

｢肯湾私法」（第一巻上）［臨時行謝鮒lHilMMf会第

一部調迩第三回報告ｆ１ﾄﾞ」l910j1iP、296．

五十風正一「中風近世教育史の研究」図１１F刊行会

1979年p､389.

前掲響２７ＰＰ、39-40．

前掲1ｌＦ１１ＰＰ、７２．

前掲11F３８Ｐ，386．

前掲111F３８Ｐ,392．

佐藤源治「台湾教7fの進展」合流１１１版文化株式会

社１９４３ＫＦＰＰ、239．

松脚ＩＭＩ・佐藤宏共編『台恋]IVl11Mイド脇堂

1897年Ｐ、159．

周銚琉riMf雑縣志」下巻Ｐ、５６．

藍IUI元「基illil経理響」「〕|〔征』L」１，．３９１７２２

年。

51）

52）

53）

54）

55）

41）

42）

43）

44）

45）

46）

１
１
１
１

６
７
８
９

５
５
５
５

47）

48）

49）


